
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ろう者・難聴者 … 学位 【学士・修士・博士】 取得を目指す  最長５年 

きこえる人 … 学位 【博士】 取得を目指す  最長３年 

  ＊教育（ろう教育）、または言語学（手話言語学）分野のみ 

 
 

 

ろう者・難聴者 … 専門性を高めたい社会人向け  最長１年 

留学中/ 
留学先校決定者 
応募可能 

 大学・大学院進学コース 
 

詳しくは裏面、または 

 

03(3264)8977 

日本財団聴覚障害者 

海外奨学金 

 

 応募受付期間： 
２０２５年５月１日（木）～７月１０日（木） 

 

 

 第 2２期 

 

７/１０ 
（木） 

応募〆切 

ろう者・難聴者・きこえる人 の海外留学を支援！

「ろう×留学 私にも海外留学はできる」  

（２０２５年４月発行） 

奨学金説明会＆座談会”留学のススメ”留学奨学生に聞いてみよう！ 

お問い合わせ/お申込み先（実施団体窓口） 

 

ryugaku@npojass.org (本事業専用) 

 

 キャリアアップコース 
 

オンライン説明会 
      ・ 
個別相談（随時） ４月～６月に複数回開催（日程調整中） 

（要事前申込） 
詳細は 
こちらから→ ＊対面／オンライン併用で調整中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２０２５年                                                  
５月       ７月１０日(木)    ７月中下旬     ７月２７日(日)     ８月初中旬           
受付開始    応募〆切        第１次選考     第２次選考         奨学生/候補者    
                          (書類)        (面接他)          決定・通知    

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

趣旨/目的 上記のとおり 

対象者 これから留学を志し、自らの学びたい分野の大学・大

学院の学士・修士・博士課程に正規入学し、学位を取

りたいろう者、難聴者   
＊ この奨学金支援により取得できる学位は、１学位まで。  

＊ 入学の許可を得るには留学先大学・大学院に入学できる語学力が

必要です。（希望により、日本国内での語学研修〈手話を除く〉のサ

ポート有。渡航後の語学研修サポートは行っていません。） 

対象国 世界の各国・地域 ＊米国以外も可 

対象分野 専攻問わず ＊語学研修目的は不可 

応募資格 １）聴覚障害があり身体障害者手帳を所持（日本国籍） 

２）応募時に高校卒業以上 

３）満１８歳以上４５歳位まで（202５年4月1日現在） 

４）留学活動が行えるよう、心身ともに健康 

５）将来、日本やアジア諸国の聴覚障害者コミュニティ

に貢献することを志す意思がある 

６）留学目的、計画を自ら立案・作成し、実行できる    
＊ 応募時に、海外留学し在学中の方、および留学先大学から正式に

入学許可を得ている方からの応募も可能 

採用予定数 若干名 

支援開始 202５年８月(秋学期)以降、202６年１２月３１日迄に開始 

給付期間 最長５年（渡航から）＊渡航前の語学研修〈手話を除く〉サポート期間を除く） 

趣旨/目的 海外の教育機関で学び、修了後はその留学経験を活

かし、日本国内外における手話言語の認知、意識向

上、法整備など言語権の獲得やろう教育の専門性向

上に向け、専門的な知見に基づき取り組もうと志す

方を支援します。 

対象者 大学院の博士課程に正規入学し、教育、または言語学

を学術的に学び、学位を取りたい聞こえる人   
＊ 入学の許可を得るには留学先大学院に入学できる語学力が必要

です。 

対象国 世界の各国・地域 ＊米国以外も可 

対象分野 教育（ろう教育）、または言語学（手話言語学） 

応募資格 １）修士号の学位を持っている（日本国籍） 

２）応募時に高校卒業以上 

３）満１８歳以上４５歳位まで（202５年4月1日現在） 

４）留学活動が行えるよう、心身ともに健康 

５）将来、日本やアジア諸国の聴覚障害者コミュニティ

に貢献することを志す意思がある 

６）留学目的、計画を自ら立案・作成し、実行できる    
＊ 応募時に、海外留学し在学中の方、および留学先大学から正式に

入学許可を得ている方からの応募可 

採用予定数 若干名 

支援開始 ２０２５年８月(秋学期)以降、２０２６年１２月３１日迄に開始 

給付期間 最長３年（渡航から） 

趣旨/目的 上記のとおり 

対象者 ＊在職者（働いている方）対象 

仕事や自らの業務に関する分野で専門性をさらに高

めたい方や、課題に直面している方が必要な知識の

習得、能力の研鑽等スキルアップを目的に、海外の専

門機関等で学びたいろう者、難聴者   
＊ 受け入れ承諾を得るには留学先機関が求める語学力が必要です。 

対象国 世界の各国・地域 ＊米国以外も可 

対象分野 専攻問わず ＊語学研修目的は不可 

応募資格 １）聴覚障害があり身体障害者手帳を所持（日本国籍） 

２）応募時に高校卒業以上 

３）満１８歳以上 50歳位まで（202５年4月1日現在） 

４）留学活動が行えるよう、心身ともに健康 

５）将来、日本やアジア諸国の聴覚障害者コミュニティ

に貢献することを志す意思がある 

６）留学目的、計画を自ら立案・作成し、実行できる   

採用予定数 若干名 

支援開始 ２０２５年８月(秋学期)以降、２０２６年１２月３１日迄に開始 

給付期間 最長１年（渡航から） 

給付内容 １）学 費…大学・大学院へ支払う授業料、または受け

入れ先へ支払う研修受入費用 

２）生活費…毎月 1,500米ドル（米国）を上限とする  
        ＊ 米国以外の国は、生活水準等を勘案の上、 

相当額を支給 

３）渡航費…往復渡航旅費 （留学開始時／終了時、 

日本国内居住地と留学地間の往復）  
＊上記以外は、自己資金をご準備ください。                    

例）渡航関係費ビザ申請、留学保険、健康診断・予防接種等、 

各種受験料・出願料、テキスト代、研修費用等 

応募書類 

【両コース共通】 
 
＊各応募書類は、 
返却致しません 

応募エントリーの上、郵送又はEmailでお申込みください。 

１）申込書（所定様式） 

２）留学計画書（所定様式）   

３）推薦状（１通）（自由書式） ＊大学院【博士課程】は２通 

４）外国語能力を証明する書類の写し 

（英検、TOEIC、TOEFL、IELTS等） 

５）留学を証明する書類 ＊留学中/決定者の方のみ  

選考方法 当協会が設置する選考委員会による第１次選考（申込書

等による書類選考）、および第２次選考（面接他）  
＊ 本選考結果の内容に関するご質問にはお答えできません。 

 
・ 大学等との連絡や申込み、渡航準備等は、すべて奨学生（候補者）自身で行います。    
・ 各期限内に入学許可/受け入れ承諾を得らなかった、また期間内に留学を開始しなかっ
た場合は、奨学生/候補者は取り消されます。次年度に繰り越すことは出来ません。 

・ 国内外の政府機関等による渡航制限などの発信や危険度レベル３以上となった場合は、
奨学金の支給停止、留学の中止や時期の変更をして頂くことがあります。 

・ 他団体・個人からの奨学金および相当の重複受給は出来ません。 

 

 

大学・大学院進学コース 

 

 

共通項目 

日本財団聴覚障害者海外奨学金 第 2２期留学奨学生募集要項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通過者 
選出 

 

 

キャリアアップコース 

 

 

選考日程 

【趣旨/目的】 
 
聴覚障害者の受け入れ体制が整っている海外の高等教育機関で学び、修了後は広く社会に対して聴覚障害者への理解を促すとともに、日本や

アジア諸国の聴覚障害者の生活・文化の向上、ろう教育全体の底上げ、および手話言語についての意識向上や理解促進に寄与するなど、日本の

聴覚障害者の代表として国内及び海外で活躍することを志す方を支援します。 

／ろう者・難聴者 対象 

／きこえる人 対象 

／ろう者・難聴者 対象 

＊合意書締結後、２０２５年８月以降分から支援対象 

＊候補者選出者は、２０２６年８月３１日迄に希望先から 

入学・受入れ許可、同年 12月31日迄に渡航留学開始 

(注) 

https://www.npojass.org/archives/28733 
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